
 

経 済 産 業 省 

 

 

２０２３０３１６保局第２号 

 

 

液化石油ガス事故対応要領の一部を改正する規程を次のように制定する。 

 

令和５年３月２７日 

 

 

 

 

経済産業省大臣官房技術総括・保安審議官 

 

 

 

 

液化石油ガス事故対応要領の一部を改正する規程 

 

 

 

 

 液化石油ガス事故対応要領（２０１８０３２６保局第１号）の一部を別紙の新旧対照表の

とおり改める。 

 

 

 

 

附 則 

１．この規程は、令和５年４月１日から施行する。 

２．令和５年３月３１日以前に発生した事故については、この規程の施行後も、なお従前

の例による。 
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別紙 

○液化石油ガス事故対応要領（２０１８０３２６保局第１号） 新旧対照表 

（改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分は、これに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄に二重傍線を付し

た規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げて

いないものは、これを加える。） 

改正後 改正前 

液化石油ガス事故対応要領 

制定 ２０１８０３２６保局第１号 平成３０年 ３月３０日 

改正 ２０２２０５０２保局第１号 令和 ４年 ６月 １日 

 ２０２３０３１６保局第２号 令和 ５年 ３月２７日 

 

１．目的 

 本要領は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和

４２年法律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という。）に係る対応について、

詳細を定めるものである。 

具体的には、高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第３６条第２

項又は第６３条第１項の規定に基づく届出のうち、液化石油ガス法に係る事

故の定義等の詳細を定めるとともに、経済産業省産業保安グループ（以下「本

省」という。）、産業保安監督部及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所

（以下「監督部」という。）における液化石油ガス法に係る事故対応につい

て定めている。 

また、「別紙」に事故が発生した地域を管轄する都道府県（当該地域が地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項に規定する指

定都市（以下単に「指定都市」という。）の区域内にある場合であって、当

該発生した事故に係る事務が高圧ガス保安法施行令（平成９年政令第２０

号）第２２条に規定する事務に該当しない場合にあっては、当該地域を管轄

液化石油ガス事故対応要領 

 

 

 

 

１．目的 

 本要領は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和

４２年法律第１４９号。以下「液化石油ガス法」という。）に係る対応について、

詳細を定めるものである。 

具体的には、高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第３６条第２

項又は第６３条第１項の規定に基づく届出のうち、液化石油ガス法に係る事

故の定義等の詳細を定めるとともに、経済産業省産業保安グループ（以下「本

省」という。）、産業保安監督部及びその支部並びに那覇産業保安監督事務所

（以下「監督部」という。）における液化石油ガス法に係る事故対応につい

て定めている。 

また、「別紙」に事故が発生した地域を管轄する都道府県（以下「都道府

県」という。）が行うことが望ましい措置について記載している。 
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する指定都市。以下本文及び別紙において同じ。）が行うことが望ましい措

置について記載している。 

 なお、「別紙」、「様式１」、「様式２」、「様式２－１」は、各都道府県の保

安担当部署に対して共有及び周知し、統一的な事故対応を図ることとする。 

 

６．監督部における対応 

（１）・（２） ［略］ 

 

（３）ＬＰガス事故発生直後の措置 

①都道府県等の関係機関と連携して事故の状況を把握するとともに、

別紙の項目を確認し、必要な場合には意見を述べる。 

② [略] 

 

（４）～（６） [略] 

 

 

 

 なお、「別紙」、「様式１」、「様式２」、「様式２－１」は、都道府県の保安

担当部署に対して共有及び周知し、統一的な事故対応を図ることとする。 

 

６．監督部における対応 

（１）・（２） ［略］ 

 

（３）ＬＰガス事故発生直後の措置 

①都道府県等の関係機関と連携して事故の状況を把握するとともに、

別紙１の項目を確認し、必要な場合には意見を述べる。 

② [略] 

 

（４）～（６） [略] 

 

（別紙） 

都道府県における LPガス事故等対応について 

 

２．ＬＰガス事故発生時の連絡 

（１）～（４） ［略］ 

 

 ［削る］ 

 

 

 

 

（別紙） 

都道府県における LPガス事故等対応について 

 

２．ＬＰガス事故発生時の連絡 

（１）～（４） ［略］ 

 

（５）事故発生箇所が、充てん設備（充てん設備の使用の本拠の所在地に

あるものに限る。）であって、かつ高圧ガス保安法に基づく移動式

製造設備の許可を受けたものについては、許可を行った政令指定都

市に対して、事故の連絡をする。 
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（５） ［略］ 

 

６．事故報告 

（１）～（３） ［略］ 

 

 ［削る］ 

 

 

 

 

（４）・（５） ［略］ 

 

（６） ［略］ 

 

６．事故報告 

（１）～（３） ［略］ 

 

（４）事故発生箇所が、充てん設備（充てん設備の使用の本拠の所在地に

あるものに限る。）であって、かつ高圧ガス保安法に基づく移動式

製造設備の許可を受けたものについては、許可を行った政令指定都

市に対して、様式 2により情報提供する。 

 

（５）・（６） ［略］ 

 

様式１ 

 

事故発生報告 

 

１～９ ［略］ 

１０． 職員の現地派遣（有／無／検討中） 

監督部／都道府県／指定都市／その他： 

 

 

 

様式１ 

 

事故発生報告 

 

１～９ ［略］ 

１０． 職員の現地派遣（有／無／検討中） 

監督部／都道府県／その他： 
 

 

液化石油ガス事故報告書 その１ 

 

様式２ 

 

液化石油ガス事故報告書 その１ 

 

様式２ 
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報告年月       年  月  日 

都道府県等         

担当部署               

報告段階  速報 

      中間（第   報） 

      確報 

［略］ 

 

報告年月       年  月  日 

都道府県          

担当部署               

報告段階  速報 

      中間（第   報） 

      確報 

［略］ 

 

 

液化石油ガス事故報告書（喪失・盗難） 

様式２－１ 

報告年月       年  月  日 

都道府県等         

担当部署               

報告段階  速報 

      中間（第   報） 

      確報 

［略］ 

都道府県等が行った措置 

 

 

 

法令違反の有無 

・事故原因が直接法令違反の場合 （関係条項        ） 

・その他の法令違反の場合 （関係条項        ） 

・違反事項なし 
 

 

液化石油ガス事故報告書（喪失・盗難） 

様式２－１ 

報告年月       年  月  日 

都道府県          

担当部署               

報告段階  速報 

      中間（第   報） 

      確報 

［略］ 

都道府県が行った措置 

 

 

 

法令違反の有無 

・事故原因が直接法令違反の場合 （関係条項        ） 

・その他の法令違反の場合 （関係条項        ） 

・違反事項なし 
 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 
 
 


